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元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

明
治
法
制
史
料
難
纂
（
一
〇
・
完
）

手

塚

豊

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
わ
が
國
最
初
の
宗
教
團
髄
規
制
の
軍
行
法
草
案

と
も
い
う
べ
き
元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」
で
あ
る
。
原
本
は
細
川
潤
衣
郎
の

　
　
　
（
1
）

「
吾
園
叢
書
」
明
治
辛
己
（
十
四
年
）
お
よ
び
明
治
乙
酉
（
十
八
年
）
の
綴
り

込
み
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
文
書
で
あ
る
。
前
者
は
原
案
と
も
み
ら
れ
る
も
の

で
、
元
老
院
十
三
行
罫
紙
七
枚
の
浄
書
本
（
猷
断
翻
押
林
）
、
後
者
は
そ
の
原
案
に

朱
筆
で
修
正
加
除
を
書
き
こ
ん
だ
同
じ
く
元
老
院
十
三
行
罫
紙
七
枚
の
爲
本

で
（
醐
曜
翻
％
林
）
、
表
紙
に
「
捌
定
本
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

修
正
は
未
完
成
の
状
態
の
ま
ま
で
あ
り
、
い
わ
ば
修
正
未
定
稿
の
草
案
で
あ

る
。
「
吾
園
叢
書
」
明
治
乙
酉
（
＋
八
年
）
の
綴
り
込
み
に
は
、
明
ら
か
に
明
治

十
五
年
乃
至
十
六
年
の
日
附
あ
る
文
書
類
も
牧
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
捌
定

本
」
の
成
立
時
期
が
十
八
年
で
あ
つ
た
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
。
し
た

　
　
　
　
元
老
院
の
一
教
會
條
例
案
」

が
つ
て
甲
本
の
成
稿
時
期
は
明
治
十
四
年
頃
、
乙
本
の
そ
れ
は
十
五
年
か
ら
十

八
年
ま
で
の
間
と
い
う
漠
然
た
る
推
定
を
な
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
起
草
者
の

氏
名
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
吾
園
叢
書
」
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み

て
、
そ
の
所
藏
者
で
あ
つ
た
議
官
細
川
潤
次
郎
を
起
草
關
係
者
の
一
人
と
考
え

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
草
案
は
、
元
老
院
内
の
意
見
書
議

案
（
議
官
が
起
草
、
提
案
す
る
も
の
で
、
現
在
の
國
會
に
お
け
る
議
員
立
法
に

該
當
す
る
）
と
し
て
準
備
さ
れ
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
正
式
の
提
出
ま
で
に
は

至
ら
な
か
つ
た
も
の
と
判
漸
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
修
正

が
未
完
成
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
確
定
草
案
が
成
稿
し
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か

で
な
い
。

　
從
來
、
明
治
以
降
の
宗
教
法
の
歴
史
的
考
察
を
行
つ
た
論
考
あ
る
い
は
關
係

法
規
を
集
成
し
た
資
料
集
に
は
、
い
く
つ
か
の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
の
こ
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
一
二
七
三
）



　
　
　
　
元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
る
。
例
え
ば
伊
達
光
美
「
日
本
寺
院
法
論
」
（
昭
和
五
年
）
、
潮
戸
致
格
「
我

國
に
於
け
る
神
肚
の
由
來
及
其
法
制
の
研
究
」
（
司
法
研
究
報
告
書
第
＋
五
輯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

五
・
昭
和
六
年
）
、
五
十
嵐
太
仲
「
寺
に
關
す
る
法
律
問
題
」
（
前
掲
報
告
書
第

二
＋
一
輯
二
・
昭
和
＋
二
年
）
、
小
早
川
欣
吾
「
明
治
法
制
史
論
・
公
法
の
部
」

下
巻
（
昭
和
＋
五
年
）
、
長
谷
川
正
観
「
塞
教
法
概
論
」
（
昭
和
三
＋
一
年
）
お

よ
び
伊
達
光
美
「
日
本
宗
教
制
度
史
料
類
聚
考
」
（
昭
和
五
年
）
、
文
部
省
宗
教

局
「
宗
教
制
度
調
査
資
料
」
第
五
輯
（
明
治
元
年
－
＋
七
年
、
宗
教
法
令
）
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

の
存
在
を
指
摘
し
た
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
近
代
宗
教
史

關
係
の
年
表
類
、
例
え
ば
豊
田
武
「
日
本
宗
教
制
度
史
の
研
究
」
（
昭
和
＋
三

年
）
附
載
の
「
明
治
宗
教
制
度
年
表
」
、
「
明
治
文
化
史
・
宗
教
編
」
（
昭
和
二

＋
九
年
）
所
載
の
「
宗
教
史
年
表
」
な
ど
に
も
、
同
條
例
案
の
記
事
は
敏
け
て

い
る
。
同
條
例
案
の
存
在
が
探
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
最
近
、
高
木
宏
夫
氏
が

「
日
本
近
代
法
護
達
史
i
資
本
主
義
と
法
の
護
展
i
」
第
七
雀
に
執
筆
さ

れ
た
「
宗
教
法
－
法
髄
制
準
備
期
i
」
が
、
そ
の
嗜
矢
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
、
高
木
氏
は
「
明
治
一
四
年
ご
ろ
す
で
に
『
教
會
條
例
案
』
が
元
老
院
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
つ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
」
「
資
料
に
は
法
務
圖
書
館
所
藏
吾
園
叢
書
所
牧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

『
教
會
條
例
案
』
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、

草
案
そ
の
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
。
し
た
が
つ

て
同
條
例
案
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
は
未
知
の
も
の
と
い
つ
て
よ
か
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
一
二
七
四
）

5
。
本
稿
が
、
同
條
例
案
の
全
貌
を
覆
刻
、
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
徳
川
幕
府
の
宗
教
政
策
の
特
長
は
、
佛
教
を
國
教
と
し
て
庭
遇
し
た
織
に
あ

つ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
當
時
の
神
辻
ま
た
は
神
道
は
、
中
世
以
來
の
神
佛
習
合

読
に
よ
つ
て
、
寺
院
ま
た
は
佛
教
に
封
し
て
從
馬
的
地
位
を
保
つ
に
す
ぎ
な
か

つ
た
。

　
王
政
復
古
を
最
大
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
と
し
た
明
治
政
府
は
、
「
惟
神
の
道
」
を
中

心
と
す
る
祭
政
一
致
を
國
家
政
策
の
基
礎
と
し
た
。
そ
の
具
髄
化
と
し
て
先
ず

元
年
三
月
十
三
日
、
紳
紙
官
を
設
け
て
全
國
の
神
吐
、
神
職
を
そ
の
附
馬
下
に

お
き
、
さ
ら
に
翌
二
年
七
月
の
職
員
令
を
以
て
神
舐
官
を
太
政
官
の
上
位
に
お

き
、
十
月
、
各
地
方
に
宣
教
使
を
任
命
し
て
神
紙
官
に
驕
せ
し
め
、
「
惟
神
の

道
」
に
よ
る
國
民
の
指
導
を
企
て
、
ま
た
四
年
七
月
「
大
小
神
肚
氏
子
調
」

（
獣
融
）
を
護
布
し
、
神
道
國
教
化
を
一
般
國
民
に
封
し
て
法
律
的
に
彊
制
し
よ

う
と
試
み
た
。
他
方
、
佛
教
に
封
し
て
は
、
元
年
三
月
二
十
八
日
、
い
わ
ゆ
る

「
紳
佛
判
然
令
」
を
布
告
し
、
寺
院
か
ら
の
神
吐
の
濁
立
、
分
離
を
彊
力
に
押
し

す
す
め
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
極
端
な
佛
教
破
壊
蓮
動
（
慶
佛
殿
繹
）
が
、

急
速
且
つ
廣
汎
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
國
教
を
佛
教
か
ら
神
吐

に
輔
換
す
る
宗
教
政
策
は
着
々
と
進
展
し
た
。

　
し
か
し
、
明
治
五
年
に
至
り
、
そ
う
し
た
政
府
の
宗
教
政
策
は
輔
換
を
せ
ま

ら
れ
る
時
が
き
た
。
千
飴
年
の
歴
史
と
傳
統
に
よ
つ
て
培
わ
れ
た
佛
教
思
想
を

一
撃
に
國
民
か
ら
梯
拭
す
る
こ
と
は
飴
り
に
も
實
状
を
無
覗
し
た
政
策
で
あ
る



こ
と
が
、
政
府
部
内
に
も
自
覧
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
、
傳
來
以
來
り
危
機
に
た

つ
た
佛
教
界
に
も
よ
う
や
く
國
家
観
念
を
基
調
と
す
る
復
興
運
動
が
お
こ
つ
た

こ
と
、
國
學
者
の
み
に
よ
つ
て
蓮
螢
さ
れ
た
神
紙
官
の
活
動
あ
る
い
は
宣
教
使

の
制
度
が
十
分
な
威
果
を
あ
げ
え
な
か
つ
た
こ
と
、
さ
ら
に
士
族
の
反
飢
、
キ

リ
ス
ト
教
の
漸
増
に
封
抗
し
て
、
政
府
は
國
民
思
想
の
統
制
、
國
髄
観
念
の
徹

底
を
計
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
う
し
た
種
々
の
原
因
が
か
さ
な

り
、
五
年
三
月
十
四
目
、
途
に
政
府
は
神
舐
省
（
四
年
八
月
紳
祇
官
を
改
組
）

の
塵
止
を
断
行
、
大
藏
省
社
寺
課
を
併
せ
て
あ
ら
た
に
教
部
省
を
設
置
し
た
。

こ
れ
は
紳
佛
合
流
の
皇
道
宣
布
機
關
で
あ
る
。
い
ま
や
明
治
政
府
の
宗
教
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
「
箪
一
的
神
道
主
義
よ
り
綜
括
的
畠
道
主
義
」
へ
と
移
つ
た
の
で
あ
る
。

　
教
部
省
は
教
化
の
實
行
機
關
と
し
て
、
四
月
二
十
五
日
、
教
導
職
十
四
級
を

そ
の
附
馬
下
に
設
け
、
神
官
信
侶
を
そ
れ
に
任
命
し
た
。
教
導
職
の
任
命
範
園

は
逐
次
鑛
大
、
途
に
全
て
の
神
官
信
侶
、
民
間
有
志
、
ま
た
當
時
の
新
興
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
も
い
う
べ
き
講
就
（
教
派
紳
道
）
の
神
職
の
一
部
を
も
包
含
す
る
に
至
つ
た
。

そ
し
て
神
佛
合
同
の
宣
教
機
關
と
し
て
東
京
に
大
教
院
（
麹
町
紀
州
邸
跡
）
を

設
け
、
各
府
縣
の
有
力
神
批
寺
院
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
中
教
院
と
し
、
各
紳
肚

寺
院
は
小
教
院
と
し
て
そ
σ
統
轄
下
に
た
つ
た
。
教
遵
職
は
、
三
條
教
則
す
な

わ
ち
「
敬
神
愛
國
ノ
旨
ヲ
盤
ス
ヘ
キ
事
、
天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
ヘ
キ
事
、
皇
上

ヲ
奉
髄
シ
朝
旨
ヲ
蓮
守
セ
シ
ム
ヘ
キ
事
」
（
槻
麟
細
明
紘
断
鶴
瀬
）
に
則
り
、
國
民
教

化
蓮
動
に
從
事
す
る
の
で
あ
つ
て
、
各
自
の
佛
教
、
教
派
神
道
の
教
義
を
読
く

　
　
　
　
元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

こ
と
は
許
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
を
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
制
作
し
、
統
制
し
よ
う
と
す
る
不
合
理
」
な
庭
置
は
、
到
底
な
が
く
つ
づ
く

も
の
で
は
な
か
つ
た
。
明
治
八
年
、
紳
紙
官
の
復
興
を
主
唱
す
る
神
道
側
と
、

合
同
教
化
の
塵
止
を
希
望
す
る
佛
教
側
と
の
封
立
は
そ
の
極
鮎
に
達
し
、
同
年

四
月
三
十
目
、
神
佛
各
宗
合
併
布
教
は
中
止
さ
れ
（
甑
緻
舘
駄
渤
）
、
大
教
院
は
そ

の
目
的
を
失
つ
て
翌
五
月
二
日
に
解
散
し
た
。
さ
ら
に
同
年
十
一
月
二
十
七

目
、
教
部
省
か
ら
神
佛
各
管
長
へ
「
信
教
の
自
由
一
の
口
蓬
書
が
出
さ
れ
る
に

及
び
、
教
部
省
も
ま
た
そ
の
存
在
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
失
う
結
果
を
生
ん
だ
。

か
く
て
當
時
著
し
く
護
展
し
て
い
た
教
派
紳
道
各
派
、
佛
教
諸
宗
、
ま
た
六
年

二
月
の
切
支
丹
禁
制
の
高
札
撤
塵
以
來
、
公
然
た
る
布
教
を
開
始
し
た
キ
リ
ス

ト
教
が
相
次
い
で
軍
猫
布
教
を
開
始
し
、
こ
こ
に
信
教
自
由
へ
の
途
が
ひ
ら
か

れ
た
の
で
あ
る
。
教
部
省
は
十
年
一
月
十
一
日
に
駿
止
、
そ
の
事
務
は
内
務
省

吐
寺
局
へ
移
さ
れ
、
ま
た
明
治
十
五
年
一
月
二
十
四
日
、
神
肚
と
教
派
紳
道
と

を
分
離
す
る
た
め
、
府
縣
吐
以
上
の
紳
肚
神
官
の
教
導
職
条
補
を
塵
止
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

そ
し
て
十
七
年
八
月
十
一
日
、
太
政
官
布
達
第
十
九
號
を
以
て
、
教
導
職
の
慶

止
、
教
派
神
道
並
び
に
佛
教
各
派
の
管
長
制
の
確
認
、
寺
院
佳
職
の
任
冤
を
各

管
長
へ
委
任
、
ま
た
管
長
の
定
む
る
教
派
神
道
の
教
規
、
佛
教
各
宗
の
宗
則
そ

の
他
の
内
務
卿
認
可
の
制
度
な
ど
を
定
め
、
こ
こ
に
政
教
分
離
は
よ
う
や
く
最

終
段
階
を
む
か
え
た
。
こ
の
措
置
に
よ
り
、
教
派
神
道
は
完
全
に
神
肚
か
ら
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

離
し
、
教
派
神
道
と
佛
教
宗
派
と
が
明
ら
か
に
公
認
宗
教
と
し
て
確
認
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
扁
二
七
五
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元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
明
治
初
期
宗
教
史
の
過
程
に
お
い
て
、
元
老
院
の
「
教
會
條
例

案
」
を
み
る
と
き
、
そ
れ
が
十
年
一
月
の
教
部
省
塵
止
後
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と

が
、
ま
ず
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
5
。
教
派
神
道
お
よ
び
佛
教
各
派
に
獅
自
の

布
教
を
み
と
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
關
す
る
統
一
的
規
制
法
を
設
く
べ

し
と
す
る
主
旨
に
よ
つ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
條
例
案
が
吐
寺
を

「
教
會
』
と
い
う
名
稻
の
も
と
に
統
一
し
て
取
扱
つ
て
い
る
の
は
そ
れ
が
た
め

で
あ
ろ
う
。
五
年
三
月
の
教
部
省
設
置
後
、
肚
寺
に
封
す
る
監
督
、
保
護
あ
る

い
は
そ
の
財
産
活
動
に
關
す
る
措
置
に
關
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
個
々
の
法
令

が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
枇
寺
の
所
有
物
の
自
由
庭
分
の
禁
止

（
醐
牌
砒
舗
餅
詫
邸
ガ
撚
）
、
寺
就
の
債
務
負
澹
に
は
氏
子
檀
家
絡
代
の
連
署
を
必
要

と
す
る
規
定
（
炬
鮒
麟
紘
翻
雛
蹴
湘
睨
）
。
肚
寺
取
扱
概
則
（
静
衡
鉾
軌
期
血
相
睨
内
）
。
無

檀
無
住
の
寺
院
騒
止
の
件
（
か
狸
鉾
灘
胡
静
一
糊
）
、
氏
子
、
檀
家
総
代
人
選
定
の

規
定
（
断
湘
僻
翫
朋
箋
訥
騨
）
な
ど
、
そ
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
條
例
案
は
、

そ
れ
ら
の
規
定
の
内
容
を
大
幅
に
採
り
入
れ
、
一
つ
の
近
代
的
法
律
の
形
式
を

と
と
の
え
た
輩
行
法
案
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
明
治
三

十
二
年
第
十
四
帝
國
議
會
に
提
出
さ
れ
た
宗
教
法
案
五
十
三
力
條
の
先
驕
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
前
に
掲
げ
た
十
七
年
八
月
十
一
目
の
太
政
官
布
達
は
、
そ

の
内
容
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
形
式
は
奮
態
依
然
た
る
箇

條
書
き
的
の
簡
輩
な
も
の
で
、
分
量
も
わ
ず
か
五
力
條
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
一
二
七
六
）

れ
に
先
立
つ
敏
年
前
、
四
十
三
力
條
か
ら
成
る
一
つ
の
宗
教
法
案
を
ま
と
め
あ

げ
た
起
草
者
の
見
識
は
、
十
分
に
賞
讃
さ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
教

會
條
例
案
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
検
討
に
贋
す
る
問
題
黙
を
い
く
つ
か
ふ
く
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
將
來
、
宗
教
法
史
の
專
門
家
の
手
に
よ
つ
て
、
よ

り
詳
し
い
究
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
期
待
し
た
い
。

（
1
）
　
「
吾
園
叢
書
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
拷
問
慶
止
に
關
連
す
る
諸
法

　
律
案
」
本
誌
第
三
四
巻
三
號
五
七
頁
註
（
1
）
参
照
。

（
2
）
　
伊
達
氏
の
「
日
本
寺
院
法
論
」
並
び
に
「
目
本
宗
教
制
度
史
料
類
聚

　
考
」
の
二
著
は
、
わ
が
寺
院
法
の
通
史
的
研
究
の
先
駆
的
業
績
で
あ
つ

　
て
、
そ
の
後
の
研
究
の
貴
重
な
礎
石
と
な
つ
て
い
る
。

（
3
）
　
こ
の
著
作
の
巻
末
に
は
、
明
治
三
＋
二
年
以
降
の
各
種
宗
教
法
草
案

　
類
が
全
て
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
便
利
で
あ
る
。

（
4
）
　
「
日
本
近
代
法
登
達
史
」
第
七
巻
（
昭
和
三
＋
四
年
）
二
一
三
頁
。

（
5
ノ
　
前
掲
書
・
二
五
頁
註
（
5
）
。

（
6
）
　
高
木
氏
は
草
案
そ
の
も
の
を
自
分
で
登
見
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

　
な
ん
ら
か
の
傳
聞
に
よ
つ
て
そ
の
所
在
を
知
ら
れ
、
取
り
あ
え
ず
報
告
さ

　
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
7
）
　
豊
田
武
「
日
本
宗
教
制
度
史
の
研
究
」
・
一
九
七
頁
。

（
8
）
　
明
治
七
年
の
教
部
省
上
表
に
よ
る
と
、
教
導
職
の
数
は
、
神
官
曾
侶

　
合
せ
て
七
千
二
百
四
十
七
人
で
、
そ
の
中
、
紳
官
は
過
牛
を
占
め
る
四
千

　
二
百
七
人
で
あ
る
（
豊
田
・
前
揚
書
・
二
〇
四
頁
）
。

（
9
）
　
「
明
治
丈
化
史
」
第
六
巻
宗
教
編
・
一
一
九
頁
（
明
治
紳
道
史
の
章
）
。

　
こ
の
章
の
執
筆
者
は
堀
一
郎
、
戸
田
義
雄
の
爾
氏
で
あ
る
が
、
こ
の
明
治



　
政
府
の
皇
道
宣
布
運
動
を
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
後
の
新
宗
教
政
策
と
類
似
す

　
る
も
の
と
み
て
「

東
西
そ
の
虎
を
異
に
す
る
と
は
云
え
、
人
心
の
機
微
に

　
接
鰯
す
る
宗
教
を
政
治
的
に
制
作
し
、
こ
れ
を
強
制
し
て
、
あ
た
か
も
政

　
治
の
道
具
た
ら
し
め
た
時
の
爲
政
者
の
無
見
識
に
は
墾
壁
せ
ざ
る
を
得
な

　
い
」
（
前
掲
書
・
ご
一
〇
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
豊
田
武
博
士
の

　
よ
う
に
「
明
治
史
全
艦
の
動
ぎ
よ
り
、
こ
の
運
動
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
匪

　
々
と
し
て
定
ま
る
こ
と
の
な
か
つ
た
民
論
を
統
一
し
、
王
政
復
古
の
何
た

　
る
か
を
了
解
せ
し
め
た
鮎
に
於
て
、
こ
の
運
動
も
亦
見
逃
す
こ
と
の
出
來

　
識
大
き
な
効
果
を
畢
げ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
」
（
前
掲
宗
教
制
度
史
研
究
・

　
一
二
一
六
頁
）
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

（
1
0
）
　
こ
の
布
達
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
正
観
「
宗
教
法
概
論
」
・

　
九
一
頁
以
下
参
照
。

前
註
（
1
）
　
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
條
例
案
に
は
甲
本
、
乙
本
の
二
種
が

　
　
　
あ
る
。
甲
本
を
豪
本
に
し
て
そ
れ
に
乙
本
の
書
き
入
れ
、
修
正
を

　
　
　
示
す
形
式
で
覆
刻
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ゴ
ジ
の
部
分
は
乙
本
に
お

　
　
　
け
る
書
き
入
れ
を
示
し
、
口
U
は
乙
本
に
お
け
る
抹
消
個
所
で
あ

　
　
　
る
o

　
　
（
2
）
　
甲
本
に
も
誤
字
の
訂
正
の
た
め
、
若
干
の
修
正
個
所
が
あ

　
　
　
る
。
傍
線
の
字
は
、
そ
の
場
合
の
抹
消
さ
れ
た
丈
字
を
示
す
。

元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

致
會
條
例
案

　
第
一
章
絡
則
ノ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
渾
テ
宗
教
ヲ
崇
信
ス
ル
者
ノ
集

第
輔
條
教
會
ト
ハ
赴
寺
及
ヒ
氏
子
檀
家
等
ヱ
墜
．
云
フ

　
合
セ
ル
者

第
二
條
可
削
（
欄
外
書
入
－
手
塚
註
）

第
二
條
　
絡
テ
各
宗
ノ
布
教
ハ
公
認
ヲ
得
叉
ハ
容
認
ヲ
爲
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ

　
ハ
之
ヲ
施
行
ス
可
カ
ラ
ス

第
三
條
　
國
民
ハ
教
會
二
入
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
國
民
ノ
行
フ
可
キ
義
務
ヲ
鱒
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
條
國
民
タ
ル
者
各
崇
信
ス
ル
所
ノ
宗
教
ヲ
奉
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
自
由
ナ
リ

　
ト
錐
ト
モ
其
教
會
ヲ
編
成
ス
ル
者
ハ
必
此
條
例
二
從
フ
可
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
法
律
二
封
シ
テ
均
關
ナ
ル
者
ト
ス
　
「
第
　
條
教

第
五
條
宗
教
上
二
於
テ
一
ハ
一
其
等
差
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ナ
リ
図
　
宗
教
ヲ
崇
信

　
曾
　
ス
ル
者
二
封
シ
彊
テ
貨
物
ヲ
寄
附
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
　
「
剛
　
「
一
「
ア
リ
テ
之
ヲ
　
認
メ
難
キ
　
タ
リ
ト
モ
其
管
守
人
若
ク

第
六
條
吐
寺
切
藪
會
ヲ
　
　
爲
ザ
ー
・
訓
凹
者
』
ハ
此
條
例
」
關
係
ス
ル
コ

　
ハ
所
在
ノ
匪
内
ヨ
リ
肚
寺
二
劃
シ
テ
ナ
ス
虜
分
ハ
成
ル
丈
ケ
此
條
例
二
準
擦

　
ト
ナ
之

　
ス
可
キ
者
ト
ス

第
七
條
　
從
前
布
告
達
ノ
類
此
條
例
二
相
抵
鰯
ス
ル
條
款
ハ
之
ヲ
慶
止
ス

　
第
二
章
公
認
ヲ
得
可
キ
教
會
ノ
事

第
八
條
凡
ソ
現
今
國
内
二
成
立
ス
ル
肚
寺
各
自
ノ
宗
教
ハ
之
ヲ
既
二
公
認
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
一
二
七
七
）



　
　
　
　
元
老
院
の
「
致
會
條
例
案
」

　
タ
ル
教
會
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
會
長

第
九
條
　
公
認
ヲ
得
可
キ
教
會
ヲ
設
立
セ
ソ
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
董
脚
麺
ヨ
リ

　
其
派
名
國
ノ
大
意
ヲ
記
シ
タ
ル
願
書
武
通
ヲ
作
リ
所
轄
ノ
地
方
官

　
ヲ
脛
由
シ
テ
之
ヲ
内
務
省
二
出
シ
其
副
本
二
冤
許
ノ
指
令
書
ヲ
得
タ
ル
ヲ
公

　
認
ノ
教
”
會
ナ
リ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
「
公
ケ
ノ

第
十
條
　
布
教
及
ヒ
禮
拝
等
ノ
爲
メ
堂
宇
ノ
建
築
ヲ
ナ
ス
ハ
公
認
セ
ラ
レ
タ
ル

　
宗
教
二
限
ル
可
シ

第
十
一
條
諸
神
肚
祭
禮
神
輿
渡
御
及
ヒ
神
佛
祭
禮
開
扉
叉
ハ
吐
寺
ニ
ア
ラ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

　
ル
人
民
ノ
居
宅
二
於
テ
布
教
或
ハ
読
教
等
興
業
ノ
節
ハ
甚
教
會
ノ
儀
式
及

　
ヒ
読
教
ノ
大
意
ヲ
記
シ
タ
ル
屈
書
ヲ
作
リ
該
神
官
或
ハ
信
侶
及
ヒ
総
代
人

　
　
　
　
　
　
　
　
書
ヲ
　
　
　
　
出
　
「
其

　
二
名
以
上
蓮
署
押
旦
図
所
轄
地
方
官
三
属
ワ
允
許
ヲ
受
ク
可
シ

十
二
條
可
創
（
前
掲
に
同
じ
）

第
十
二
條
前
條
ノ
場
合
地
方
官
二
於
テ
ハ
興
行
ノ
場
所
及
ヒ
日
籔
等
ヲ
推
問

　
シ
故
障
ナ
キ
ト
キ
ハ
直
二
之
ヲ
許
可
シ
叉
タ
大
祭
禮
等
ニ
テ
衆
人
蝟
集
ス
ル

　
ト
キ
ハ
警
察
官
吏
ヲ
派
出
セ
シ
メ
之
レ
カ
取
締
ヲ
爲
サ
シ
ム
可
シ

　
第
三
章
容
認
ヲ
爲
ス
教
會
ノ
事

第
十
三
條
凡
ソ
國
内
二
肚
寺
ノ
名
義
ナ
ク
叉
ハ
神
官
信
侶
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
一

　
種
　
粛
7
布
教
ヲ
爲
ス
モ
ノ
之
ヲ
容
認
ノ
教
會
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ヲ
主
ル
者

第
十
四
條
容
認
ノ
教
會
ハ
布
教
ヲ
爲
ス
地
ヲ
管
轄
ス
ル
警
察
官
ノ
詰
所
二
其

　
事
　
｝
團
ヲ
屈
ケ
置
ク
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
一
二
七
八
）

　
第
四
章
教
會
ノ
顧
子
檀
家
二
緬
代
人
ヲ
撰
定
ス
ル
事

第
十
五
條
　
教
會
ノ
氏
子
叉
ハ
檀
家
ニ
テ
丁
年
以
上
ノ
モ
ノ
ニ
名
ヨ
リ
少
カ
ラ

　
ス
五
名
ヨ
リ
多
カ
ラ
サ
ル
総
代
人
ヲ
定
メ
置
ク
可
シ

第
十
六
條
可
創
（
前
掲
に
同
じ
）

第
十
六
條
　
総
代
人
撰
定
ノ
集
會
ハ
満
一
ケ
年
毎
二
一
度
タ
ル
可
シ

　
　
　
　
　
　
「
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

第
＋
七
條
総
代
ヲ
撰
定
ス
ル
．
卿
ハ
瓢
麦
ハ
襲
ノ
中
ニ
テ
不
動
産
ヲ
有
ス

　
ル
者
二
限
リ
該
肚
寺
二
集
會
シ
投
稟
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
可
シ
叉
タ
其
吐
寺
住

　
任
ノ
神
官
或
ハ
曾
侶
ハ
其
席
二
参
會
シ
集
會
人
投
票
ヲ
爲
シ
タ
ル
上
直
二
其

　
目
前
ニ
テ
之
ヲ
開
キ
其
多
籔
ヲ
以
テ
総
代
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
定
ム
可
シ

第
十
八
條
可
削
（
前
掲
に
同
じ
）
　
除

第
十
八
條
　
投
票
ノ
敷
甲
乙
相
央
ス
ル
ト
キ
ハ
該
神
官
或
ハ
信
侶
ニ
テ
決
定
ス

　
ル
ヲ
得
可
シ
ト
錐
ト
モ
甲
乙
ノ
内
ニ
テ
年
長
ノ
モ
ノ
ヲ
シ
テ
之
レ
ニ
充
ツ
ル

　
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
ス

以
下
同
（
前
掲
に
同
じ
）

第
十
九
條
　
絡
代
人
二
撰
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
之
レ
ヲ
雛
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
然
レ
ト
モ
事
故
疾
病
等
ニ
テ
代
人
ヲ
シ
テ
代
理
セ
シ
ム
ル
ハ
自
由
ナ
リ
ト
ス

第
二
十
條
絡
代
ハ
漏
萱
ケ
年
ヲ
以
テ
期
限
ト
ス
然
レ
ト
モ
教
會
ノ
便
宜
二
因

　
リ
一
同
商
議
ノ
上
延
期
ス
ル
ハ
妨
ケ
ナ
シ
ト
錐
ト
モ
三
ケ
年
ヲ
超
過
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得
ス

　
　
但
シ
延
期
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
何
レ
ノ
一
方
ニ
テ
モ
不
承
諾
ノ
モ
ノ
ア
ル

　
　
ト
キ
ハ
第
十
七
條
第
十
八
條
ノ
手
績
ヲ
経
テ
撰
定
ス
可
シ

第
二
十
一
條
官
吏
並
二
准
官
吏
等
在
職
中
ハ
総
代
人
ト
ナ
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
因

　
リ
其
撰
定
ノ
集
會
ニ
ハ
干
預
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス



第
二
十
二
條
　
纏
代
人
ノ
職
務
ハ
該
教
會
二
墨
ス
ル
動
産
不
動
産
及
ヒ
金
穀
出

　
　
　
　
　
「
二
付
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
便
盆
ヲ
謀
ル
者
卜

納
等
ノ
コ
上
図
其
枇
寺
佳
任
ノ
神
官
或
ハ
鱈
侶
ト
倶
二
臨
持
洌
教
會
ノ
隆
盛

ース
ヒ
塵
愚
入
、
財
二
止
マ
ル
モ
ノ
ト
ス
［

攣
茎
幣
響
順
錬
膨
上
二
嬰
ル
ノ
外
警
所
二
出
席
セ
サ
ル
モ
亦

　
タ
自
由
ト
ス

第
二
十
四
條
纏
代
人
ハ
無
給
俸
ナ
リ
ト
ス
然
レ
ト
モ
教
會
ノ
協
議
ニ
テ
其
給

　
俸
ヲ
豫
定
シ
之
ヲ
下
付
ス
ル
ハ
自
由
ナ
リ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
「
可
キ
者

　
第
五
章
宗
甦
屡
薗
安
ノ
妨
害
ト
ナ
ル
ヲ
禁
止
ス
ル
事

第
二
十
五
條
宗
敷
叉
ハ
布
教
及
ヒ
崇
信
ス
ル
爲
メ
ノ
撃
動
ハ
國
法
ヲ
素
飢

　
シ
或
ハ
就
會
ノ
道
徳
ト
安
寧
ト
ヲ
害
ス
可
カ
ラ
ス
是
等
ノ
妨
害
ヲ
爲
ス
ト
認

　
定
セ
ラ
ル
・
ト
キ
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
二
於
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欲
ス

第
二
十
六
條
前
條
ノ
場
合
地
方
官
一
二
於
テ
囹
其
禁
止
ヲ
爲
サ
ン
上
認
囚
万

　
　
「
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
石

　
ト
キ
之
ヲ
内
務
省
二
具
申
シ
其
准
允
ヲ
糎
テ
後
チ
翻
ム
皿
ス
可
シ

第
二
十
七
條
可
削
（
前
掲
に
同
じ
）

第
二
十
七
條
第
十
一
條
ノ
屈
書
中
二
國
安
ヲ
妨
害
ス
ト
認
ム
ル
カ
若
シ
ク
ハ

　
法
則
二
惇
戻
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
其
屈
書
二
事
由
ヲ
附
記
シ
之
ヲ
下
戻
ス

　
可
シ

同
（
前
掲
に
同
じ
）
　
儀
皿

第
二
十
八
條
祭
議
及
ヒ
読
教
二
托
シ
演
戯
二
均
シ
キ
所
業
ア
ル
ト
キ
ハ
警
察

　
官
吏
ヲ
シ
テ
直
二
之
ヲ
禁
止
セ
シ
ム
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
「
ヲ
攣
ス
ル
コ
ト

　
第
六
章
　
宗
教
耐
國
笈
ヒ
葬
儀
ノ
事

　
　
　
　
元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

第
二
十
九
條
何
レ
ノ
教
會
タ
リ
ト
モ
甲
ノ
宗
教
ヲ
崇
信
ス
ル
者
更
二
乙
ノ
宗

　
“
教
ヲ
想
示
信
ス
ル
コ
ト
ハ
自
由
ナ
リ
ト
ス

第
三
十
條
　
葬
祭
ハ
各
自
ノ
宗
教
二
因
リ
儀
式
ノ
差
異
ア
ル
可
シ
ト
錐
ト
モ
死

　
者
∠
遺
言
若
シ
ク
ハ
死
者
ノ
家
族
ノ
意
思
叉
ハ
家
禮
ヲ
用
イ
テ
葬
祭
ヲ
爲
ス

　
コ
ト
ヲ
妨
ク
可
カ
ラ
ス

　
第
七
章
　
教
會
ヲ
解
散
ス
ル
事

第
三
十
一
條
　
教
會
ヲ
解
散
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
事
由
ヲ
記
シ
タ
ル
願
書
　

　
通
ヲ
作
リ
該
神
官
或
ハ
僧
侶
及
ヒ
糟
代
人
連
署
押
印
シ
地
方
官
ヲ
糎
由
シ
テ

　
内
務
省
二
出
ス
可
シ
叉
タ
容
認
セ
ラ
レ
タ
ル
教
會
ハ
所
轄
警
察
官
詰
所
二
之

　
ヲ
屈
ケ
出
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
二
條
　
神
瀧
合
併
ノ
儀
ハ
從
來
氏
子
無
ク
シ
テ
吐
殿
頽
敗
シ
叉
ハ
小
吐

　
ニ
テ
永
績
ノ
目
途
之
レ
無
キ
分
ハ
最
寄
人
民
受
持
神
官
ヨ
リ
蓬
坐
合
祀
願
出

　
ル
節
ハ
由
緒
並
二
吐
地
建
物
等
委
詳
取
調
タ
ル
願
書
戴
通
ヲ
作
リ
所
轄
地
方

　
官
ヲ
脛
由
シ
テ
内
務
省
二
出
シ
其
指
令
ヲ
待
ッ
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
三
條
　
寺
院
合
併
ノ
儀
ハ
無
檀
無
佳
ニ
テ
堂
宇
破
壌
シ
叉
ハ
小
寺
ニ
テ

　
永
績
ノ
目
途
之
レ
無
キ
分
ハ
所
轄
本
寺
及
ヒ
法
類
檀
家
等
ヨ
リ
由
緒
丼
二
寺

　
院
地
建
物
等
委
詳
取
調
タ
ル
願
書
戴
通
ヲ
作
リ
之
レ
ニ
各
蓮
署
押
印
シ
所
轄

　
地
方
官
ヲ
脛
由
シ
以
下
前
條
ノ
手
績
二
同
シ

　
　
但
シ
無
檀
無
佳
ノ
分
ハ
本
寺
本
山
若
シ
ク
ハ
隅
頭
法
類
或
ハ
教
導
取
締
及

　
　
ヒ
該
匠
戸
長
連
署
押
印
シ
タ
ル
願
書
ヲ
出
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
一
二
七
九
）



　
　
　
　
元
老
院
の
「
教
會
條
例
案
」

　
第
八
章
　
教
會
二
周
ス
ル
公
有
物
ノ
事

第
三
十
四
條
教
會
二
属
ス
ル
地
所
ニ
テ
地
租
冤
除
ノ
分
叉
ハ
既
二
設
置
シ
タ

　
ル
堂
宇
及
ヒ
諸
建
物
等
官
費
ヲ
以
テ
建
築
修
繕
ヲ
爲
ス
モ
ノ
並
二
官
ヨ
リ
寄

　
附
ス
ル
物
品
等
ハ
勿
論
公
有
物
ナ
レ
ハ
之
ヲ
費
買
譲
興
質
入
書
入
等
二
爲
ス

　
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
五
條
　
前
條
ノ
建
物
並
二
物
品
等
破
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
該
神
官
或
ハ
借

　
侶
及
ヒ
氏
子
檀
家
総
代
人
等
蓮
署
押
印
シ
タ
ル
屈
書
ヲ
地
方
官
二
出
シ
其
庭

　
分
ヲ
受
ク
可
シ

　
（
乙
本
に
は
第
九
章
の
章
名
が
洩
れ
い
る
1
手
塚
註
）

　
第
九
章
祉
寺
氏
子
檀
家
共
有
物
ノ
事

第
三
十
六
條
教
會
所
有
ノ
地
漸
及
ヒ
堂
宇
諸
建
物
並
二
物
品
ハ
該
吐
寺
ト
氏

　
子
檀
家
等
ノ
共
有
物
ナ
レ
ハ
會
中
ノ
許
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
費
買
譲
與
質

　
入
書
入
等
二
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
七
條
可
創
（
欄
外
書
入
ー
手
塚
註
）

第
三
十
七
條
　
前
條
ノ
許
諾
ヲ
得
ル
ハ
該
吐
寺
ノ
神
官
或
ハ
信
侶
ト
氏
子
檀
家

　
ノ
代
人
等
熟
議
決
定
ノ
上
ニ
テ
足
レ
リ
ト
ナ
ス

難
解
（
前
掲
に
局
じ
）

第
三
十
八
條
教
會
ノ
共
有
物
ヲ
抵
當
ト
シ
之
ヲ
費
梯
フ
ニ
因
リ
該
肚
寺
永
績

　
ノ
目
途
ヲ
相
失
フ
ト
キ
ハ
其
神
官
或
ハ
信
侶
ト
氏
子
檀
家
ノ
総
代
人
等
ニ
テ

　
其
負
債
ヲ
捲
當
シ
支
潰
ノ
方
法
ヲ
確
定
ス
可
シ
是
等
ノ
方
法
ヲ
立
テ
ス
シ
テ

　
教
會
ノ
解
散
ヲ
願
出
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
章
　
教
會
貸
借
ノ
事

塑
喜
簾
可
黎
羅
襲
蓑
ヒ
物
品
等
ヲ
他
人
二
貸
付
ン
ト
ス
ル
ト
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
一
二
八
O
）

　
ハ
該
吐
寺
佳
任
ノ
神
官
或
ハ
曾
侶
ト
聰
代
人
熟
議
決
定
ノ
上
教
會
ノ
名
義
ニ

　
テ
之
ヲ
貸
付
ク
可
シ
若
シ
熟
議
決
定
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
貸
付
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
十
條
　
教
會
ノ
爲
メ
金
穀
及
ヒ
物
品
等
ヲ
借
リ
入
レ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
該

　
肚
寺
佳
任
ノ
神
官
或
ハ
信
侶
ト
纏
代
人
等
熟
議
決
定
ノ
上
其
用
途
ノ
事
由
ヲ

　
明
記
シ
タ
ル
鐙
書
ヲ
作
リ
之
二
各
連
署
押
印
シ
テ
借
リ
入
ル
可
シ
若
シ
熟
議

　
決
定
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
借
リ
入
レ
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
十
一
條
　
前
條
ノ
事
由
ヲ
明
記
セ
ス
叉
ハ
各
自
蓮
署
押
印
セ
サ
ル
謹
書
ハ

　
假
令
教
會
ノ
爲
メ
費
用
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
錐
ト
モ
裁
到
上
自
己
ノ
負
債
ト

　
覗
倣
シ
庭
分
ヲ
爲
ス
可
シ

第
四
十
二
條
第
三
十
九
條
第
四
十
條
ノ
場
合
無
氏
子
ノ
神
肚
ハ
最
寄
神
官
戴

　
名
以
上
叉
タ
無
檀
家
ノ
寺
院
ハ
其
法
類
戴
名
以
上
ノ
保
謹
ヲ
受
ケ
貸
借
ヲ
爲

　
ス
可
シ

第
十
一
章
　
教
會
施
入
饗
物
ノ
事

第
四
十
三
條
教
會
二
安
置
ス
ル
神
佛
江
人
民
ノ
信
仰
二
因
リ
賓
物
ヲ
施
入
ス

　
ル
ト
キ
ハ
該
肚
寺
ノ
神
官
或
ハ
侶
侶
ト
総
代
人
協
議
ノ
上
適
當
ノ
入
費
二
充

　
テ
之
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
ト
錐
ト
モ
其
出
納
ノ
仕
謹
ハ
詳
細
之
ヲ
附

　
記
シ
帳
簿
ヲ
作
リ
備
工
置
ク
可
シ

後
記
「
明
治
法
制
史
料
雑
纂
」
も
同
を
重
ね
る
こ
と
十
同
に
達
し
た
の

　
で
、
一
鷹
こ
こ
で
筆
を
欄
き
、
近
き
將
來
、
ま
た
そ
の
績
編
を
蓮
載
し
た

　
い
と
思
つ
て
い
る
。


